
反訳業者 事務局 委員

土 委員会開催

日

月

火

水

木

金

土 （１週間後）

日

月 ③　会議概要・会議資料を公表

火

水

木

金

土 （２週間後）

日

月

火

水

木

金

土 （３週間後）

日

月

火

水

木

金

土 （４週間後）

日

月 公表

会議録の作成・確認・公表手順に関する事務局案

⑥　各委員は原稿を確認し、修正等
がある場合は必ず書面で事務局に連
絡（メール・ＦＡＸ可）

⑦　修正連絡は原則として翌週水曜
日必着（事情により前週末に送付で
きない場合は期限を調整）

⑧　事務局で修正・最終調整
（委員による最終確認・署名を行う
か？）

会議記録作成作業

①　委員会開催後速やかに事務局で
会議概要を作成

②　次回委員会開催通知とともに会
議概要を委員に送付（１週間以内を
目途）

④　事務局において全文記録・会議
録原稿を作成

⑤　３週間後週末までに全文記録・
会議録原稿を委員に送付し、内容確
認を依頼

⑨　会議録をホームページに掲載、
市政資料室に配置

具体的手順

 



取扱い区分 ホームページ 市政資料室 傍聴者 備考

事務局が用意したもの 提供 会議概要公表時に会
議概要とともに掲載

会議概要公表時に会
議概要とともに配置

先着順にコピーを配
付
（傍聴者定員を超え
た場合は、閲覧のみ
とする）

①　大部のもの、複製に特別な手数
のかかるもの、多額の費用を要する
ものについては、傍聴者は閲覧のみ
とする。
②　市情報公開条例に定める非公開
情報に該当するものを含む場合は、
その部分は公表しない。
③　委員会の席上訂正等があった場
合は、反映したものを公表する。

委員が用意するもの 委員長が判断する 原則として掲載しな
い

原則として配置しな
い

委員長が判断する ①　事前に事務局を通じて委員長の
許可を得るものとする。
②　開催日当日持ち込む場合につい
ては、傍聴者への配付分は原則とし
て持ち込む委員が用意するものとす
る。

傍聴者意見 非公開 掲載しない 配置しない 配付・閲覧しない ①　公開されることを前提にせずに
任意に提出された意見を転記したも
のであり、委員が参考とするに止め
る。

その他の資料 提供 掲載しない 配置しない 閲覧のみ ①　外部から取寄せた資料、イン
ターネットで入手した資料について
は、委員への配布に止める。
②　行政資料等で会議の内容理解に
資するものについては、傍聴者には
可能な範囲で提供する。

用せず単なる委員への提供資料として配付するものは会議資料としての取扱い対象としない。

に使用する配付物は会議資料としての取扱い対象としない。

資料区分

資料について

について

会議資料の取扱いに関する事務局案

（１）

（２）

（１）

（２）

※　会議で使

※　事務連絡

１．議事関連

２．参考資料

 



自治体名 条例の名称 公布 施行 自治体名 条例の名称 公布 施行 自治体名 条例の名称 公布 施行
千代田区 函館市 札幌市 ★（自治基本条例、施行時期未定）

中央区 旭川市 市民参加推進条例 14.7 14.7.4 仙台市 市民公益活動の促進に関する条例 11.3 11.4.1

港区 秋田市 さいたま市

新宿区 郡山市 千葉市

文京区 ｢文の京」住民自治基本条例 16.12 17.4.1 いわき市 横浜市 地域まちづくり推進条例 17.2 17.10.1

台東区 宇都宮市 川崎市 自治基本条例 16.12 17.4.1

墨田区 川越市 静岡市 自治基本条例 17.3 17.4.1

江東区 船橋市 名古屋市

品川区 横須賀市 市民協働推進条例 13.3 13.7.1 京都市 市民参加推進条例 15.6 15.8.1

目黒区 相模原市 大阪市

大田区 区民協働推進条例 17.3 17.4.1 新潟市 神戸市 市民による地域活動の推進に関する条例 16.3 16.10.1

23 世田谷区 富山市 広島市

渋谷区 金沢市 市民参加及び推進に関する条例 17.3 17.4.1 北九州市

区 中野区 住民自治基本条例 17.3 17.4.1 長野市 福岡市 市民公益活動推進条例 17.3 17.4.1

杉並区 自治基本条例 14.11 15.5.1 岐阜市 ニセコ町 まちづくり基本条例 12.12 13.4.1

豊島区 ★（（仮）豊島区自治基本条例、施行時期未定） 浜松市 市民協働推進条例 15.3 15.4.1 大和市 自治基本条例 16.10. 17.4.1

北区 岡崎市 岸和田市 自治基本条例 16.12 17.8.1

荒川区 豊橋市 石狩市 行政活動への市民参加の推進に関する条例 13.9 14.4.1

板橋区 豊田市 まちづくり基本条例 17.9 17.10.1 吉川市 市民参画条例 16.12 17.2.14

練馬区 ★（（仮）練馬区自治基本条例、H18.11上程予定） 堺市 箕面市 市民参加条例 9.3 9.4.1

足立区 自治基本条例 16.12 17.4.1 高槻市 宝塚市 市民参加条例 13.12 14.4.1

葛飾区 東大阪市

江戸川区 姫路市

八王子市 ★（市民参加条例、18.12上程予定） 奈良市

立川市 和歌山市

武蔵野市 岡山市 協働のまちづくり条例 12.6 13.4.1

三鷹市 自治基本条例 17.9 18.4.1 倉敷市

青梅市 福山市

府中市 下関市 市民協働参加条例 15.3 15.6.1 

昭島市 ★（自治基本条例、施行時期未定） 高松市

調布市 ★（自治基本条例、施行時期未定） 松山市 市民活動推進条例 17.10 17.10.5

町田市 ★（自治基本条例、施行時期未定） 高知市 市民と行政のパートナーシップのまちづくり条例 15.3 15.4.1

小金井市 市民参加条例 15.6 16.4.1 長崎市

小平市 ★（自治基本条例、施行時期未定） 大分市

26 日野市 宮崎市 市民活動推進条例 13.3 13.4.1

東村山市 熊本市 ★（自治基本条例、施行時期未定）

市 国分寺市 ★（自治基本条例、施行時期未定） 鹿児島市 市民参画を推進する条例 15.3 15.6.1

国立市 ★（市民参加条例、施行時期未定）

西東京市 市民参加条例 14.10 14.10.1

福生市

狛江市 市民参加と市民協働の推進に関する基本条例 15.3 15.4.1

東大和市 ★（まちづくり基本条例、施行時期未定）

清瀬市 まちづくり基本条例 14.9 15.4.1

東久留米市

武蔵村山市

多摩市 自治基本条例 16.3 16.8.1

稲城市

羽村市

あきる野市 ★（自治基本条例、18年度中の上程にむけ検討中）

政
令
市

そ
の
他

中
核
市

市民参加条例等の制定状況・内容事例説明資料

１．市民参加条例・自治基本条例・協働推進条例　　制定状況一覧

 



H15.6 H14.10 H15.3 H14.9 H14.7 H17.3 H15.3 H17.10 H13.3 H15.3 H15.6 H13.9 H16.12 H9.3 H13.12
H16.4.1 H14.10.1 H15.4.1 H15.4.1 H14.7.4 H17.4.1 H15.6.1 H17.10.5 H13.4.1 H15.6.1 H15.8.1 H14.4.1 H17.2.14 H9.4.1 H14.4.1

1 前文 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
2 目的 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
3 用語の定義 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
4 基本理念・基本原則 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
5 住民参加の対象 ○ ○ ○ ○ 〇 ○ ○
6 住民参加の時期 ○ 〇 ○ ○ ○
7 住民参加の方法 ○ ○ ○ 〇 ○ ○
8 住民参加の実施 〇 ○

条 9 意見・結果の取扱い ○ ○ ○
10 公表方法 ○ 〇 ○ ○ ○
11 住民の責務、役割 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
12 市町村の責務、役割 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

例 13 市町村長の責務、役割 ○ ○ ○
14 職員の責務、役割
15 議会の役割
16 市民活動団体等の責務 ○ ○ ○ ○

の 17 審議会等への参加・公募等 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
18 意向調査、広聴 ○ ○ ○ ○
19 提言制度、提案制度、意見提出 ○ ○ ○
20 パブリックコメント ○ ○ ○ ○ ○ ○

項 21 住民投票制度 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
22 公聴会手続、説明会、ワークショップ ○ ○ ○ ○ ○ ○
23 その他の参加手続の設定 ○ ○ ○ ○
24 会議・審議会等の公開 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

目 25 会議録・議事録の作成 ○ ○ ○
26 情報の公開、提供、共有 ○ ○ ○ ○ ○ 〇
27 市民との協働 ○ ○ ○
28 活動拠点の設置 ○ 〇
29 まちづくりの活動の支援 ○ ○ ○
30 ボランティア活動の推進
31 市民参加促進計画 ○ ○
32 市民参加推進会議、調査審議会 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
33 自治組織への加入促進
34 事務事業の評価,評価委員会
35 委任 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 〇 〇 ○ ○ ○ ○ ○ ○
36 条例の見直し ○ ○ ○ ○ ○ ○
37 経過措置 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
1 検討会、委員会、審議会 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
2 市民会議 ○ ○

条 3 行政主導
4 プロジェクトチーム設置 ○ ○ ○ ○

例 5 公募市民委員 3 10 9 4 3 2 7 2 4 4 1 4
6 学識者 3 3 4 2 2 2 4 3 4 3 1 4 6

策 7 団体推薦 4 3 4 9 6 6 5 15 3 7 3 5 3 4
8 市職員 4 2 3 2 3

定 9 ワークショップ ○ ○ ○ ○
10 パブリックコメント ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

過 11 講演会、説明会、市民フォーラム ○ ○ ○ ○
12 出前講座 ○

程 13 意見交換会 ○ ○ ○
14 市民アンケート ○

その他 15 市職員への研修 ○ ○ ○ ○

小金井市 西東京市 狛江市 清瀬市 旭川市 金沢市 下関市 松山市 宮崎市 鹿児島市 京都市 石狩市 吉川市 箕面市 宝塚市

金沢市市民
参加及び推
進に関する
条例

鹿児島市市
民参画を推
進する条例

旭川市市民
参加推進条
例

条例策定
手法

施　行　日

条例名
小金井市市
民参加条例

情報の
提供

参加の
方法

清瀬市まち
づくり基本
条例

京都市市民
参加推進条

例

松山市市民
活動推進条

例

宮崎市市民
活動推進条

例

下関市市民
協働参画条

例

2．市民参加条例　制定項目一覧

都市区分 政令市

西東京市市
民参加条例

その他条例策定市中核市

箕面市民参
加条例

宝塚市市民
参加条例

吉川市市民
参画条例

石狩市行政
活動への市
民参加の推
進に関する
条例

公　布　日

東京都内

市民参加
手法

1検討会等
2市民会議
　　参加者

協働

その他

参加に関
する規定

役割・
責務

狛江市の市
民参加と市
民協働の推
進に関する
基本条例

総則

 



H16.12 H17.3 H17.3 H14.11 H16.12 H17.9 H16.3 H13.3 H17.9 H16.12 H12.12 H16.10 H16.12
H17.4.1 H17.4.1 H17.4.1 H15.5.1 H17.4.1 H18.4予定 H16.8.1 H13.7.1 H17.10.1 H17.4.1 H13.4.1 H17.4.1 H17.8.1

1 前文 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 〇 〇 〇 ○ ○ ○
2 目的 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 〇 〇 ○ ○ ○
3 用語の定義 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 〇 〇 〇 ○ ○
4 基本理念・基本原則 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 〇 〇 〇 ○ ○ ○
5 住民参加の対象 〇 〇 ○ 〇 〇
6 住民参加の時期 〇 ○ 〇
7 住民参加の方法 ○ 〇 ○ 〇
8 住民参加の実施 〇 〇 〇

条 9 意見・結果の取扱い 〇 〇
10 公表方法 〇 〇
11 住民の責務、役割 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 〇 〇 〇 ○ ○ ○
12 市町村の責務、役割 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

例 13 市町村長の責務、役割 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 〇 〇 〇 ○ ○ ○
14 職員の責務、役割 ○ ○ ○ ○ 〇 〇 ○ ○
15 議会の役割 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 〇 〇 〇 ○ ○ ○
16 市民活動団体等の責務 ○ ○ ○ 〇 ○ ○ ○

の 17 審議会等への参加・公募等 ○ ○ ○ 〇 〇 〇 ○ ○
18 意向調査、広聴 ○ ○ 〇
19 提言制度、提案制度、意見提出 ○ ○ ○ ○ 〇 ○ 〇
20 パブリックコメント ○ ○ ○ ○ ○ 〇 〇 ○ ○

項 21 住民投票制度 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 〇 〇 〇 ○ ○ ○
22 公聴会手続、説明会、ワークショップ ○ ○ 〇 〇
23 その他の参加手続の設定 ○ ○
24 会議・審議会等の公開 ○ ○ 〇 〇 ○

目 25 会議録・議事録の作成 ○
26 情報の公開、提供、共有 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 〇 〇 〇 ○ ○ ○
27 市民との協働 ○ ○ ○ ○ ○ 〇 〇 〇 〇 ○ ○
28 活動拠点の設置 ○ ○
29 まちづくりの活動の支援 ○ ○ ○ ○ 〇 〇 〇 〇 〇 〇
30 ボランティア活動の推進 ○
31 市民参加促進計画
32 国,都道府県との関係 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
33 他自治体との関係 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
34 都市内分権 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
35 市民参加推進会議、調査審議会 ○ ○ 〇 〇
36 自治組織への加入促進
37 事務事業の評価,評価委員会 ○ 〇 ○ ○ ○
38 委任 ○ ○ ○ ○ 〇 〇 〇 〇
39 条例の見直し ○ ○ 〇 〇 ○ ○
40 経過措置 〇 〇
1 検討会、委員会、審議会 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 〇 〇 ○ ○
2 市民会議 ○ ○ ○ 〇 〇

条 3 行政主導
4 プロジェクトチーム設置 ○ ○ ○ ○ ○

例 5 公募市民委員 5 4 4 82 2 3 116 7 30 ○ 35 27
6 学識者 2 1 4 3 3 2 3 2 4 ○ 1

策 7 団体推薦 6 6 5 6 9 6
8 市職員 2 3 7 3 23 ○ 5 4

定 9 ワークショップ ○ ○ ○ 〇 〇 ○ ○ ○
10 パブリックコメント ○ ○ ○ ○ ○ ○ 〇 〇 ○ ○ ○

過 11 講演会、説明会、市民フォーラム ○ ○ ○ ○ 〇 〇 ○ ○
12 出前講座 ○ ○ 〇

程 13 意見交換会 ○ ○ ○ ○ 〇 〇 〇 ○ ○
14 市民アンケート ○ 〇 〇

その他 15 市職員への研修 ○ ○ 〇 ○ 〇

文京区 大田区 中野区 杉並区 足立区 三鷹市 多摩市 横須賀市 豊田市 熊本市 札幌市 川崎市 ニセコ町 大和市 岸和田市

市民参加
手法

東京都内

横須賀市市
民協働推進
条例

中核市

中野区住民
自治基本条
例

施　行　日

参加に関
する規定

足立区自治
基本条例

多摩市自治
基本条例

杉並区自治
基本条例

熊本市自治
基本条例
（案）

川崎市自治
基本条例

ニセコ町ま
ちづくり基本
条例（自治
基本条例）

札幌市自治
基本条例

３．自治基本条例、協働推進条例　　制定項目一覧

都市区分

三鷹市自治
基本条例

大和市自治
基本条例

岸和田市自
治基本条例

「文の京」住
民自治基本
条例

大田区区民
協働推進条
例

政令市 その他条例策定市

豊田市まち
づくり基本
条例

条　例　名

参加の
方法

情報の
提供

協働

公　布　日

役割・
責務

審議中 審議中

条例策定
手法

委員会等
参加者

その他

総則

 



市民 市（市長） その他

箕面市民参
加条例

H9年　3月 H9年　4月

まちづくりにおける市民参
加の基本的な事項を定め
ることにより、市と市民が協
働し、地域社会の発展を図
ること

○「市民の責務」､「市長の責務」は努力規定。

○市民参加の対象や、手続きの方法は具体的記載
なし。
・市民投票のみ具体的に位置付け

・第5条積極的な
市民参加（努力）

・第4条機会の提供、情報
公開（努力）

なし なし
・第７条委員の公募
・第8条市民投票

なし

まちづくり理念条例※
（平成9年3月31日施行）
非営利公益市民活動促進条例
（平成11年6月29日公布）
パブリックコメント手続に関する指針（平成17年11
月1日施行）
※基本的人権と良好な環境を大切にする風土を
はぐくみ、市及び市民が協働してまちづくりを推進
することを目的とし、市の目指すまちづくりの理念
について定めている。（自治基本条例の位置づけ）

宝塚市市民
参加条例

H13年12月 H14年　4月

市民が主体的に市政に参
加するための基本的な事
項を定めることにより、市
民と市が協働し、個性豊か
で活力に満ちた地域社会
の実現を目指すこと

○市民参加の対象は具体的記載なし。

○箕面市を参考にし、評価段階への市民参加、市
の責務としての職員の育成、会議公開の原則、を
付加。

・第5条積極的な
市民参加（努力）

・第4条１情報公開・提供
（義務）
・　　2参加の機会の拡大
（義務）
・　　3公聴制度の充実
市民意思の反映（努力）
・　　4職員育成（義務）

なし なし
・第7条市民の公募
・第8条市民投票

なし
・第2条市民参加は施策立案
から決定、評価に至るまで

まちづくり基本条例※
（平成13年12月25日制定）

※協働のまちづくりを法的に位置づけ、制度的な
取組みを展開していくため、制定された。これに基
づき、市の施策の立案、決定から評価の段階まで
の参加をうたった「市民参加条例」を制定した。

石狩市行政
活動への市
民参加の推
進に関する
条例

H13年　9月 H14年　4月

地域の独自性に根ざした
自主的なまちづくりを進め
るため、行政活動への市
民参加を進めるため必要
事項を定めることにより、
自治の主体である市民が
持つ知識、経験、感性等を
まちづくりに活かし、より良
いまちの実現に向けて協
働する地域社会の形成に
寄与すること。

○市の責務義務規定が多く、自律的な内容
・基本原則に市民参加が行政の義務及び責任の軽
減につながるものでない旨を規定
・適切な内容・時期における参加手続きの実施
・市民参加の対象に独自性。参加手続き対象、方
法、市が踏むべき手順等を詳細に規定
・制度調査審議会の役割に市民参加の取組み状況
の評価を規定

○市民の役割（責務）の規定がない。

なし

・第3条1市民参加の積極
的推進

○市の責務という項目は
ないが、広範に渡り、「市
長」又は「市の機関」を主
語に義務規定で詳細に市
の責務を規定

なし

・第5条1（別表）★と同様
　★以外の項目
・賦課徴収等、市民が果たすべき役割等、公の施
設の利用方法、市政情報の開示・説明等を請求
する権利に係る条例規則等の制定・改廃等
・公の施設の設計の概要の決定
・一定額以上の法人への出資に係る予算

【対象外】
・第5条2緊急その他やむを得ない理由があるとき
（ただし、その場合も該当事業の内容等公表の義
務付けあり。）

・第2節審議会等
・第3節パブリックコメント
手続き等
・第4節公聴会

・第28条
・市民参加制度調査審
議会
・常設
・（審議内容）
①当該条例の改廃
②当該条例にかかる規
則等の制定、改廃
③市民参加手続きの実
施・運用状況の評価
④その他市民参加の推
進に必要な事項

･第3条2 （基本原則）市民参
加は市の義務と責任軽減では
ない
・第4条（制度の改善）必要に
応じ随時見直す
・第27条（市民が自発的に提
出した意見の取扱い）
参加手続きを経ずに出された
市民からの提案、要望、苦情
等も検討、公表（努力）

西東京市市
民参加条例

H14年　9月 H14年10月

市政運営における市民参
加の基本的事項を定める
とともに、市民と市の役割
を明らかにすることによっ
て相互の協働によるまちづ
くりを推進し、地域社会の
発展を図る。

○実効性を意識した条例

○市民VS行政という構図ではなく、ともに協力しな
がら行政運営の向上を目指している。

○参加の対象及び対象外は、総務省のパブコメの
手続きに則っている。

○条例見直しの規定などに見られるように合併市と
しての現状に配慮した条例。

※条例の目的、位置づけなどを記載した解説がわ
かりや

1

箕面市

12.7万人
47.8㎢

2 宝塚市

22.0万人
101.8㎢

3

石狩市

6.0万人
721.9㎢

4

西東京市

19.0万人
15.9㎢

すい（HP公開）

・第4条1積極的
な参加（努力）
・　　2主体的・民
主的な参加（努
力）
・　　3市民活動
の促進、市政の
関心（努力）

・第5条1情報公開（努力）
・　　2機会の拡大、施策
の反映（努力）
・　　3説明責任（努力）
・　　4市民活動への支援
（努力）
・　　5創意工夫（努力）

なし

・第6条１★とほぼ同様（横須賀市パブコメ条例と
ほぼ同様）

【対象外】
（総務省のパブコメ手続きで対象外としている事
項と同様）
・第6条１緊急やむを得ないとき（その場合、理由
を公表し、市民の理解を得る（努力））
・第6条2金銭徴収に関する条項、政策的判断を
要しないもの

・第2節附属機関等
・第3節パブリックコメント
・第4節市民説明会
・第5節市民ワークショッ
プ
・第6節市民投票

なし
・第25条条例見直し段階での
市民参加

・付属機関等の委員の市民公募に関する基本方
針（平成13年７月１日施行）
・西東京市における市民参加の基本方針
（平成13年７月１日施行）

吉川市市民
参画条例

H16年12月 H17年　4月

市政運営における市民参
画の基本的な事項を定め
ることにより、市民参画の
推進を図り、市民と市の協
働によるまちづくりを進める
こと。

○市民の役割・責務を明確に規定

○参加手続きについて、個別具体的に規定

○市民参画審議会は、評価・進捗管理のチェック機
関としてより、諮問機関としての位置づけ

・第4条1自らの
発言と行動への
責任（努力）
・　　2市民全体
の利益を考慮
（努力）
・　　3市政への
関心と市民活動
への理解と促進
（努力）

・第5条1機会の創設と説
明責任（努力）
・　　2情報の公開と共有
（努力）
・　　3市民意向の把握と
施策への反映（努力）
・　　4市民活動への協
力､促進（努力）

なし

・第７条１　★とほぼ同様
★以外の項目
　建物建設基本計画

【対象外】
（総務省のパブコメ手続きで対象外としている事
項と同様）
・第7条2金銭徴収に関する、簡易であり政策的判
断を要さない、市の内部にのみ適用、緊急を要す
るもの

・第6条1審議会
・　　2パブリックコメント
・　　3市民説明会
・　　4ワークショップ
・　　5住民投票

・第32条
・市民参画審議会
・常設
・（審議内容）
市民参画の推進に関す
る基本的施策、重要事
項の調査審議

狛江市の市
民参加と市
民協働の推
進に関する
基本条例

H15年　3月 H15年　4月

市民参加と市民協働の推
進に関する基本的な事項
を定めることにより、その一
層の推進を図ること。

○最近の水準となる内容が規定された参加・協働
推進条例

○市民の役割の規定なし。

※協働については、<補助・委託>を規定。（協働事
業提案制度や基金の創設など協働事業型の規定
はない。）

なし
・第3条1情報提供（義務）
・　　2市民参加の機会の
提供・環境整備（義務）

なし

・第5条1　★とほぼ同様
★以外の項目
大規模施設の基本計画、利用・運用方針、の制
定・変更
★のうち規定されていない項目
憲章、宣言等の策定

【対象外】
（総務省のパブコメ手続きで対象外としている事
項と同様）
・第5条2緊急その他やむを得ない理由があると
き、金銭徴収に関するもの

・第2節審議会等
・第3節パブリックコメント
・第4節公聴会
・第5節その他（説明会、
フォーラム、シンポジウ
ム）

・第30条
・市民参加と市民協働
に関する審議会
・常設
・（審議内容）
①参加・協働に関する
指針の検討
②参加・協働の実施状
況に関する総合的評価
③参加・協働の推進の
検討と改善
④当該条例の改廃

・第4条20歳未満の参加権利
・第23条市民投票の実施
・第24条団体への財政支援
・第25条団体の活動場所の
提供
・第26条団体に関する情報の
収集と提供、情報環境の整備
・第27条市民活動への参入
機会の提供
・第28条登録制

京都市市民
参加推進条
例

H15年　6月 H15年　8月

市及び市民が共に市民参
加を推進するための基本
的事項を定めることによ
り、市民の知恵と力を生か
した市政及び個性豊かな
まちづくりの推進に資する
こと

○すべての市民が市政に参加し、協働の成果を挙
げる必要性を謳った参加協働条例

○市民参加推進計画の策定の義務化

○市民のまちづくり活動への支援

・第4条1市政へ
の参加（努力）
・　2まちづくり活
動の推進（努力）
・　3市との協働
及び市民相互の
協働（努力）

・第3条1情報の提供、公
開、市民参加の機会の確
保（努力）
・　2市民意見、提案の市
政への反映（努力）
・　3市民のまちづくり活動
への支援（努力）
・　4市職員の市民参加の
推進（義務）

<市民活動
団体>
・第5条1市
民参加の推
進に寄与
・　2組織活
動の透明性
の向上（努
力）

・第9条2 （パブコメの実施）
・基本的な計画の策定､改廃
・重要な制度の創設、改廃
・その他

・第9条1公聴会、ワーク
ショップ、その他
・　　2パブリックコメント

なし

・第6条市民参加推進計画の
策定
・第10条市民のまちづくり活
動への支援

7国勢調査速報値

対象とは・・・①総合計画等、個別施策の基本方針、基本的な事項を定める計画策定②憲章、宣言等、③基本的な条例の制定改廃、④市民に直接かつ重大な影響を与える条例の制定改廃、⑤市民に義務を課す、権利を制限する条例の制定改廃、⑥その他特に市民参加の手続きが必要と認められるもの。　多くの自治体におけるパブリックコメントの対象。

条例の実効性を担保
するための組織

条例の特徴
参加の対象

　（★は一般的な対象　欄外の注２参照）
参加手続きの方法

類型の特徴となる項目
条例名

　　別　　条　　例　　比　　較

役割・責務

主要な条文規定

公布日 施行日
その他特徴的条文

条例策定の目的 関連条例や要綱

5

吉川市

6.0万人
31.6㎢

6

狛江市

7.8万人
6.4㎢

7
京都市
147.4万人
610.2㎢

注１人口・・・H1

注2 ★一般的な

総
合
メ
ニ

ュ
ー

型
条
例

類型 No． 自治体名

４．　類　　型

参
加
協
働
型

理
念
原
則
型
条
例

 



検討組織名称 検討組織設置期間 構成委員内訳 会議開催数 会議録の公表 検討方法 検討・制定過程での市民参加 その他の特記事項

箕面市市民参
加条例

H9年　3月 H9年　4月
箕面市市民参加施策推進懇
話会

６年７月～８年６月
（１２か月）

１１名
　学識５
　団体推薦３
　公募３

１３回
公開はしていたこと
は、提言書に記載が
あるが、方法は不明

・懇話会で市民参加のあり
方、取組みなどについて検
討。

・市長に提言書を提出

・市民フォーラム
・市民アンケート
・学識者による講演会
・意見交換会

・市長の発案で、懇話会を発
足

市民部市民サービス政策課
　 ＴＥＬ　072-724-6723
　 ＦＡＸ　072-723-5538

宝塚市市民参
加条例

H13年12月 H14年　4月

（市民参画検討委員会）

まちづくりに関する条例検討
委員会

（１２年１～８月）

１３年４～９月
（６か月）

１４名
　学識６
　団体推薦４
  公募４

７回
出来るだけ全文に近
い形でHPで公開

・ワークショップでの意見をも
とに検討

・市長に提言書を提出

・６～10月に６回のワーク
ショップ開催

・９月３０日まちづくり市民
フォーラム開催

・広報紙１０月１日号で提
言書に対する意見募集

・まちづくり基本条例と同時
施行

企画財務部政策室企画調整
課
 　ＴＥＬ　0797－77－2001
　 ＦＡＸ　0797－72－1419

石狩市行政活
動への市民参
加の推進に関
する条例

H13年　9月 H14年　4月 市民参加制度検討委員会
12年７月～13年３月
（９か月）

１３名
　学識３
　団体推薦３
　公募４
　職員（部長級）３

１０回
要点筆記をHPで公開

発言者名明記

・職員PTで作成した条例試
案をたたき台に会議で検討

・「石狩市における市民参加

1
箕面市

12.7万人
47.8㎢

2
宝塚市

22.0万人
101.8㎢

3
石狩市

6.0万人
721.9㎢

制度のあり方に関する提言
書」を市長に提出

・13年7月に条例素案につ
いてパブリックコメント実
施

企画財政部協働推進・男女共
同参画担当
　 ＴＥＬ　0133－72－3246
　

西東京市市
民参加条例

H14年　9月 H14年10月
まちづくり市民会議・市民と
の協働部会

13年８月～14年３月
（８か月）

10名
　公募

20回
要点筆記をHPで公開

発言者名明記せず

・市民会議が条例案を作成し
市長に提出することについて
市と協定締結

・職員ＰＴとキャッチボール

・ワークショップ実施

・市報によるパブリックコメン
ト実施

・市民委員自らＨＰを開設し、
経過や議論の内容を随時公
開

企画部企画課
　 ＴＥＬ　0424－64－1311
　 ＦＡＸ　0424－63－9585

吉川市市民参
画条例

H16年12月 H17年　4月
市民参画条例（仮称）に関す
る市民会議

15年10月～16年10月
（１３か月）

９名
　学識１
　有識５
　公募１
　職員２

１１回
要点筆記をHPで公開

発言者名明記

・条例素案

4
西東京市

19.0万人
15.9㎢

5
吉川市

6.0万人
31.6㎢

を取りまとめ市長
に報告

・１６年８月１～３１日にパブ
リックコメント実施

・１６年８月２２日に市民説明
会開催

市民参加推進課
　　ＴＥＬ　048－982－9685
　　ＦＡＸ　048－981－5682

狛江市の市民
参加と市民協
働の推進に関
する基本条例

H15年　3月 H15年　4月
狛江市市民参加基本条例策
定委員会

14年６月～15年３月
（９か月）

１５名
　学識３
　団体推薦３
　公募９

１０回（全体
会）
各３回（参加、
協働の２分科
会）

できるだけ全文に近
い形でHPで公開
（会議録の公開は約
１年のため、現在は
公開していない）

・条例案を盛り込んだ答申書
を市長に提出

・パブリックコメント
・講演会
・市民フォーラム

・検討組織設置時は、市民参
加条例の制定を目的としてい
たが、検討が進む中で、協働
推進の内容も含む条例に

・９年に市策定の市民参加条
例が議会で否決された経緯
がある。

企画財政部市民協働課
 　ＴＥＬ　03－3430－1111
　　（内）2421
　

人
京都市市民参
加推進条例

H15年　6月 H15年　8月 市民参加推進懇話会
11年９月～13年３月
（１年６か月）

１５名
　学識６
　団体推薦９

１４回

・「市民参加推進計画」（13年
12月策定）に向けて「市民参
加の推進に関する提言」を市
長に提出
・条例制定を推進計画の取り
組みの一つとし、懇話会提言
を踏まえて市内部検討により
条例制定

・パブリックコメント
・市民フォーラム
・職員対象の意見交換会

・懇話会では、条例制定に絞
らずに、市民参加に必要なこ
とを検討

都市総合企画局プロジェクト
推進室市民参加担当
   TEL.075-222-3178

調査速報値 ・ゴシック体･･･検討過程で実施された市民参加
・明朝体･･･検討委員会等終了後に条例制定過程で行った市民参加

条例名 公布日 施行日

　別　条　例　検　討　過　程　の　状　況

担当所管
検討組織・検討過程

6
狛江市

7.8万人
6.4㎢

7
京都市
147.4万
610.2㎢

・人口・・・H17国勢

５．　類　型

参
加
協
働
型

No.

総
合
メ
ニ

ュ
ー

型
条
例

理
念
原
則
型
条
例

類型 自治体名

 


